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平成29年度新春交流会が開催されました

No.23

　1月6日（金）、毎年恒例の新春交流会を伊都文化会館にて開催いたしました。
　当日は多くの会員の方々をはじめ、月形市長、谷口議長など多くのご来賓にご臨席を賜
り362名の参加がありました。山﨑会長の年頭のあいさつやご来賓の方々よりご祝辞を賜
り、またステージでは糸島二丈絆太鼓の迫力ある演奏で会場を大いに盛り上げていただき
ました。続く懇親会では、恒例の福引抽選会が行われ、終始和やかな雰囲気の中、執り行う
ことができました。

新年にあたって　会長　山﨑　九十九

　新年あけましておめでとうございます。会員の皆様にはお健やかに新年をお迎えの事とお慶
び申し上げます。また関係各位と会員の皆様には、平素より商工会の事業運営につきまして、深
いご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年度を振り返りますと4月の熊本地震をはじめ8月の東北地方、北海道での豪雨等
自然災害の多い年でありました。しかし一方ではオリンピックで選手たちが数多く受賞した金、
ノーベル生理学・医学賞を受賞した大隅教授の金メダルなど、明るい日本への願いを込めた
「金」が世相を表す一文字に選ばれました。会員の皆様にはこの「金」にあやかり今年もより一
層輝きのある年になりますよう、商工会と致しまして、経営の改善や事業計画の取組みに向け
た支援を役職員一同邁進していきたいと考えております。結びになりますが、平成二十九年度
が、会員の皆様にとりまして、幸多き素晴らしい年になりますことを心より祈念申し上げ年頭の
ご挨拶と致します。
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H28年12月、H29年1月において理事会が開催され、加入承認となりました事業所を紹介します。

地区名 事業所名 代表者

代表取締役
鳥飼　弓尚

支配人
山下　耕司

代表取締役
大久保 洋幸

代表取締役
中牟田 栄太郎

住　　所 電話番号

波多江

波多江

波多江

波多江

浦　志

雷　山

雷　山

雷　山

南本町

南本町

南本町

老松町

怡　土

可　也

可　也

岐志・新町

深　江

賛　助

092-324-4628

092-332-7808

090-4249-7172

092-335-3699

092-323-4192

092-338-8043

092-324-3816

092-332-8638

092-322-5400

092-324-4500

090-6129-5349

-

-

092-327-1646

092-327-8030

090-8913-6167

090-9791-0404

092-722-4880

糸島市潤3-29-14

糸島市高田2-7-11

糸島市潤1-19-6-101

糸島市波多江駅北1-4-12-1F

糸島市前原東3-8-23

糸島市有田中央2-8-2

糸島市有田568-44

糸島市香力118-5

糸島市前原中央2-3-53Qプラザ1F

糸島市前原中央2-3-24

糸島市前原中央2-3-6

糸島市前原駅南2-14-11

糸島市高来寺231-5

糸島市志摩吉田353-1

糸島市志摩初77-6

糸島市志摩新町7-1

糸島市二丈深江1058-8-203

福岡市中央区大手門3-13-1

KATSU工業

小山知則税理士事務所

スンミスタイル

行政書士しまのうち事務所

焼き鳥 大作

金田充弘公認会計士事務所

とーり式典株式会社

株式会社スタークレーン

美容室 プレジール

ニューガイアコーポレーション株式会社

英語塾ABCイングリッシュアカデミー

株式会社 メイファー

ボディーライク

磯本農園

ファミリーマート志摩可也小学校前店

新町設備

コトーシール

ひらの花店

－建設業－
（水道工事（管工事））

－サービス業－
（税理士事務所）

－サービス業－
（美容（耳つぼ））

－飲食業－
（焼鳥）

－サービス業－
（会計事務所）

－サービス業－
（式典イベント業）

－サービス業－
（美容室）

－宿泊業－
（ホテル運営）

－製造業・小売業－
（いちご・米加工品）

－小売業－
（花）

－サービス業－
（リラクゼーションサロン）

－サービス業－
（行政書士事務所）

－小売業－
（健康食品（サプリメント））

－サービス業－
（クレーンリース）

－サービス業－
（英会話教室）

－小売業－
（コンビニエンスストア）

－建設業－
（設備工事）

－建設業－
（外壁工事）

鷲尾　勝利

小山　知則

腰　純美

島内　康江

藤井　大作

金田　充弘

鷲尾　里美

飯田　貴子

森田　大士

磯本　浩英

重藤　洋三

新町　巧

古藤　正富

平野 進一郎
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①平成28年度の収支が分かるもの（現金出納帳・月別集計表）
②控除証明関係（国保・年金・生保・損保・医療控除・住宅取得等控除　等）
③昨年度以前の申告書の控え
④固定資産台帳（車等購入された方は明細）
⑤商品（材料）棚卸表
⑥売掛金・買掛金・未払い費用一覧
⑦公的年金受給者は、源泉徴収票
⑧生命保険等の満期・解約金の支払い証明書
⑨税務署から所得税・消費税申告書が
　送られてきている方はそのもの（基本的には郵送されません）
⑩マイナンバー通知カード又は個人番号カード
※本人確認書類もご持参ください。（運転免許証、健康保険証等）
※扶養するご家族の方のマイナンバーも必要となります。
※締め切りは1月３１日（火）まで

確定申告　決算事務代行　帳票類のご提出はお早めに！

　　　　　2/7（火）、2/14（火）、2/21（火）、2/28（火）
（本　所）　3/7（火）、3/14（火）、3/28（火）
　　　　　　井上明彦税理士

（志摩支所）　2/9（木）、2/16（木）、3/3（金）、3/14（火）、3/23（木）
　　　　　　池田清勇税理士

（二丈支所）　2/2（木）、2/23（木）、3/2（木）、3/13（月）
　　　　　　池田清勇税理士

顧問税理士による
無料相談も

ぜひご利用ください。

♦特定健診のご案内（糸島市国民健康保険にご加入の40～74歳の方が対象）
　医療機関で受診できる特定健診は、平成29年3月31日（金）までです。
　まだ受診していない人はお早めにご受診ください。
　※受診についての詳細は、同封のチラシをご覧ください。

特定健診の3つのメリット
1 生活習慣病の早期発見、早期治療ができる。

2 生活習慣を見直す機会となり、病気の発症・重症化予防ができる。

3 早期発見で、治療のための経済的負担が少なくなる。

♦がん検診に関するアンケート調査
　がん検診受診率向上のため糸島市商工会会員の
皆さまにがん検診に関するアンケート調査を実施
させて頂くこととなりました。　
　調査結果は、本市の健康づくり事業へと活かして
いきますので、皆さまのご協力をお願いいたします。
（今回の広報誌に同封しております）

～糸島市商工会会員の皆さまへ～
「特定健診」のご案内、及び
「がん検診に関するアンケート調査」ご協力のお願い

【 開 催 日 】

※一相談につき30分～1時間程度

※事前申込制とさせていただきます

※申込は糸島市商工会本所まで

糸島市健康づくり課では、市民の皆さまの健康に関する状況を把握し、
地域における健康課題等の分析、及び健康づくり事業に取り組んでいます。

【アンケートの回収期限】
平成29年3月3日（金）まで

【回収方法】
以下の①又は②のいずれかでご提出ください。

①糸島市商工会本所、志摩支所、二丈支所に
　設置した「健康づくり課アンケート回収箱」に提出。

②糸島市役所健康づくり課へご持参。お問合せ先
糸島市役所健康づくり課保健指導係 TEL:092-332-2069
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深江地区、伊都ホットサンド笑顔の江藤さんに
お話を伺いました。
・お店を始めたきっかけは？
ガソリンスタンドであった跡地を何かに活用したいと考え
たとき、夢であった飲食店をやってみようと思ったことが
きっかけでした。初めは軽食を提供する地元住民の憩いの
場でしたが、フードコーディネーターの方のアドバイスを取
り入れて、今ではメニューの中でも評判のホットサンドをテ
イクアウトできるように工夫しています。
・店名の由来は？
集まる人がみんな「笑
顔」になりますようにと
いう思いを込めて決め
ました。
・お店のオススメは？
定番の人気メニューは
オリジナルサンドです
が、今1番のオススメは
水揚げ量日本一を誇る
糸島の鯛をサクサクに
揚げて卵とレタスも加
えて具材たっぷりに作った鯛サンドです。もちろん全商品、
食材は全て糸島産にこだわって作っています。
・商工会に入会して良かったと感じたことは？
経営革新や補助金、催事等の情報をイチ早く収集できるこ
とです。特に催事では糸島市外の方にお店と商品を知って
もらう場であるためとても役立っています。今後も商工会
を活用していきたいと考えています。
・今後の展望についてお聞かせください。
「安心・安全」を第一に子供からお年寄りまで幅広い世代
の人に愛される、糸島産の食材を使った商品を提供し続
けていきたいと考えています。
・これから商売を始められる方に一言お願いします。
強い心で何事にも積極的にチャレンジしていってもらい
たいと思います。また地
元住民の方々や商工会職
員、事業関係者を含め、人
との繋がりも大切にして
ほしいと思います。悩んだ
ときに相談したり、サポー
トを得ることが出来る環
境を整えておくことをお
勧めします。

可也地区、タビノキセキの長井さんにお話を伺いました。
・ご商売上の工夫やこだわりは？
一人ひとりのお客様の生活を豊かに、楽しいものにするた
めに、香りを身につけられるアロマアクセサリーや、土器と
金属を融合した照明等を制作しています。ガラス作品は従
来のガラスより軽量で割れにくく、色が綺麗なジュエリー
用のガラスを使用しています。また1ミリ単位で自由に長さ
調整が可能なチェーンやパーツは金属アレルギーの方で
も安心して身に着けられるようにニッケルフリーやチタン
等で制作しています。
ご希望に合わせてお
好きな長さやサイズに
その場で仕上げるこ
とができ、また、全ての
作品やチェーンは修理
が出来ます。また花粉
症や風邪の方にオス
スメのブレンドアロマ
オイルもあります。
・仕事をする上で大切にしていることは？
人と人との繋がりを大切にしています。お客様のニーズを
取り入れ、取引先の方々との絆を大事にしながら日々仕事
に取り組めば、困難な状況に直面しても乗り越えていける
と考えています。
・商工会に入会して役立ったことは？
弁理士や弁護士の紹介や相談、プロのアドバイスを聞くこ
とが出来る専門家派遣や展示会の情報等大いに活用させ
て頂いています。特に展示会への出展は新たな人との出会
いの場となるため、新しい取引先とのコラボレーションに
も繋がっています。
・今後の展望についてお聞かせください。
国内だけでなく海外にも向けて、今までに無いモノ、ありそ
うでないモノを
デザイン、安全
性・機能性を重視
して制作し、お客
様の満足度を高
めていきたいと
思っています。ま
た、体験教室を通
してモノ造りの楽
しさも伝えてい
きたいです。

事業所インタビュー

▲鯛の身の美味しさを
しっかり堪能できる鯛サンド

▲訪れる人の「笑顔」が集う
憩いの場です♪

▲ガラスの容器にお気に入りの
香りを入れてリラックスなひと時を★

▲ひとつひとつハンドメイドで
真心込めてお作りしています♪

当会ＨＰでは、会員紹介ページにて事業所、お店、商品等を掲載して
います。ぜひＰＲにご活用ください。商工会窓口またはＨＰの「会員用
ホームページ作成サービス」にて、簡単にお申込みが出来ます♪

♦無料での掲載
・基本情報（屋号、業種、営業時間、定休日、住所、電話/ＦＡＸ、
ホームページＵＲＬ）
・事業所のＰＲ文章（180字以内）
・写真１枚（写真データ等の提出をして頂きます）

♦有料での掲載（3,000円）
・基本情報（屋号、業種、営業時間、定休日、住所、電話/ＦＡＸ、
ホームページＵＲＬ）
・事業所のＰＲ文章（180字以内）
・事業所の所在地図
・写真7枚（写真については日程調整し委託業者が撮影致します）

事業所・お店の紹介に
商工会ＨＰを活用しませんか？



～公開　Ｗチャンス抽選会について～
日時　3月17日（金）11時～
場所　糸島市商工会本所2階

※抽選会終了後は、当選番号と当選商品が掲載された
ポスターを全取扱加盟店様へ発送いたします。
また商工会ＨＰにも当選結果を掲載いたします。

日刊工業新聞社　西部支社業務部
〒812-0029 福岡市博多区古門戸町1-1
℡092-271-5715　FAX092-271-5881

URL: http://www.nikkanseibu-eve.com/mono/
Email:monoinfo@media.nikkan.co.jp

Ｈ28年度プレミアム付商品券の有効期限、換金期限にご留意ください。

糸島市商工会プレミアム付商品券
【有効期限】平成29年2月28日（火）まで
【換金期限】平成29年3月29日（水）まで
※期限を過ぎますと換金ができません。

お問い合わせ先
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平成28年度  第8回理事会報告 ◆開催日時  平成28年11月15日　17時
◆開催場所  糸島市商工会 本所 大会議室

【主な議案・報告】
・会員加入・脱退等承認について
会員加入4件、脱退7件、変更8件全て承認。（会員数1,374）
・ＨＰについて
商工会ＨＰと会員紹介ページの改良及び地域貢献事業について引き続き検討していく旨を地域活性化委員会より報告した。
・商工貯蓄共済・会員福祉共済加入推進について
現在貯蓄共済は口数3,000を割ろうとしており、満期契約の継続を改めて依頼した。福祉共済を含め今後も役職員一
丸となって加入推進を継続していく旨を述べた。

平成28年度  第9回理事会報告 ◆開催日時  平成28年12月20日　17時
◆開催場所  糸島市商工会 本所 大会議室

【主な議案・報告】
・地区懇談会における質問事項について（12月20日時点）
＜支所統合における本所駐車場不足対策について＞
先ずは会館裏にも駐車場がある旨を会館表に周知案内することとした。
＜支所統合について＞
統合は7月1日と予定している。統合後はより一層巡回を強化してほしいという要望にも対応していく旨を述べた。
・持続化補助金申請書作成セミナー開催について
  12月15日に開催し20名参加があった旨を報告した。
・建設工業部会について
平成29年6月中に「住まいの相談センター」設立を検討していると述べた。
・プレミアム付商品券について
12月19日時点で換金率46.6％、加盟店407社中149社が換金されている旨を報告した。
・ホームページのアクセス数について
アクセス数の最大は9月2日の1,308件で少ない日は10月25日の75件であり、アクセスは福岡県内からが65％、東京
など大都市の方からのアクセスも比較的多い旨を述べた。また利用はスマホが52％、パソコンが42％であるため今
後はスマホ対応を重点的に検討していく旨を述べた。

会期：2017年 10月 18日（水）～ 20日（金）
10時～ 17時（最終日は 16時まで）
会場：マリンメッセ福岡
♦第一次募集締切日：2017年 4月 21日（金）≪早期申し込み特典期限≫
♦第二次募集締切日：2017年 6月 30日（金）≪招待状掲載可能期限≫
展示コーナー：モノづくりコーナー、九州自動車生産推進コーナー、環境・エネルギーコーナー、次世代技術コー
ナー、九州・沖縄力（ぶらんど）コーナー、中小企業コーナー、産学官連携・団体ＰＲコーナー

人と社会の豊かな未来を創造する
モノづくりフェア2017のご案内
全国の優秀な技術・製品を紹介し、地元産業の
振興のため、本展への出展を広く募集いたします。
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◯所得拡大税制について、中小企業に関しては、現行の支援措置（24年度からの給与増加額に10%税額控除）
に加え、2％以上賃上げした企業は、前年度からの給与増加額の22％税額控除を受けることができるように
なります（賃上げに伴う社会保険料負担を上回る控除率）。

◯中小企業等経営強化法の認定を受けた事業者が利用でき
る固定資産税特例の対象（現在は機械装置）に、器具備品
（冷蔵陳列棚、業務用冷蔵庫、介護用ロボットスーツ等）、建
物附属設備（空調設備、エレベーター等）が追加されます。

※一部の地域・業種については、対象外となります。

◯中小企業投資促進税制の上乗せ措置（即時償却等）に
ついても対象に器具備品等が追加され、名称は中小
企業経営強化税制となります（中小企業等経営強化法
の認定が必要）。

◯中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産活
性化税制（30％特別償却等）は、適用期間が2年間延
長されます（平成30年度末まで）。

中小企業・小規模事業者関係の
平成29年度税制改正のポイント

1.29年度の賃上げ支援が大幅に拡充

2.固定資産税特例・即時償却の対象に器具備品等が追加

◯中小企業については、従来の控除率12％、控除上
限25％は維持され、試験研究費が5％超増加し
た場合には、控除率・控除上限が上乗せ（控除率：
最大17％、控除上限：最大35％)されます。

◯ビックデータ等を活用した第4次産業革命型の
「サービス開発」も支援対象に追加されます。

3.中小企業向け研究開発税制の控除率の引上げ

◯法人税の軽減税率（所得800万円まで大企業の
23.4%を15％に軽減）は2年間延長されます（平
成30年度末まで）。

4.法人税の軽減税率は延長

◯事業承継税制の雇用要件（5年間平均8割）について、従業員5人未満の企業が従業員1人減った場合でも適用を受けられる
ように見直しが行われます。また、被災や主要取引先の倒産等により売上が減少した場合には雇用要件が緩和されます。

◯相続時精算課税制度との併用が認められるようになり、贈与税の納税猶予の取消時の納税負担が軽減されます。

5.事業承継税制 5人未満企業の雇用要件緩和・生前贈与リスク軽減

◯取引相場のない株式の評価方式について、上場株価の急激な変動、上場
企業のグローバル展開の影響や、中小企業の収益の改善を中小企業の株
価に過度に反映しないよう、類似業種比準方式等の見直しが行われます。

6.株式の評価方式の見直し

【要件②】給与等支給額の総額：前事業年度以上

【要件③】
平均給与等支給額：
（１）前事業年度を上回る
（２）前年度比２％以上増加

（１）賃上げ率2％未満の企業
　  税額控除10％を維持

（２）賃上げ率2％以上の企業
　  前年度からの増加額について
　  税額控除を12％上乗せ

【要件①】給与等支援額の総額：
平成24年度から一定割合（下図）以上増加

（１）賃上げ率2％未満の場合 （2）賃上げ率2％以上の場合

ご紹介した税制をご活用される場合には、各種中小企業支援
のための法律の申請等が必要となる場合もありますので、中
小企業支援ポータルサイト「ミラサポ」に掲載されている各種
のパンフレットや手引き書等も併せて参考にしてください。

 URL:https://www.mirasapo.jp/


